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対象条項

新卒一括採用という特殊な雇用慣行や心身の発達過程及び家族形成期にあるといった青少年に固有の事情を踏
まえ、以下の条項違反を対象とする。

1. 過重労働の制限等に関する規定
2. 仕事と育児等の両立等に関する規定
3. その他青少年に固有の事情を背景とする課題に関する規定

【具体的な対象条項】

(1) 過重労働の制限等に関する規定
・ 強制労働の禁止 （労働基準法第５条）
・ 賃金関係（最低賃金、割増賃金等） （労働基準法第24条、第37条、最低賃金法第４条）
・ 労働時間 （労働基準法第32条）
・ 休憩、休日、有給休暇 （労働基準法第34条、第35条、第39条）

(2) 仕事と育児等の両立等に関する規定
・ 出産等を理由とする不利益取扱の禁止等 （男女雇用機会均等法第9条）
・ 妊娠中、出産後の健康管理措置 （男女雇用均等法第12条、第13条）
・ 育児休業、介護休業等の申出があった場合の義務、不利益取扱いの禁止 （育児・介護休業法第6条、第10条、第12条、
第16条、第16条の3、第16条の4、第16条の6、第16条の7、第16条の9、第18条、第18条の2、第20条、第20条の2、第52条の4、第52条の5）

・ 所定外労働等の制限 （育児・介護休業法第16条の8、第17条、第19条、第23条、第23条の2、第26条）
・ 妊産婦の坑内業務の制限等 （労働基準法64条の2第1号、第64条の3、第65条、第66条、第67条）
・ 男女同一賃金の原則 （労働基準法第4条）
・ 性別を理由とする差別の禁止、セクハラ等 （男女雇用均等法第5条、第6条、第7条、第11条）

(3) その他青少年に固有の事情を背景とする課題に関する規定
・ 労働条件の明示 （労働基準法第15条）
・ 年少者に係る労働基準 （労働基準法第56条、第61条～第63条）

ハローワークにおける求人不受理について（政令事項）



ハローワークにおける求人不受理について（省令事項）

違反の程度

不受理期間

(1) 労働基準法及び最低賃金法に関する規定
① 過去1年間に2回以上同一条項の違反について是正指導を受けている場合
② 社会的影響が大きいケースとして公表された場合
③ 対象条項違反により送検され、公表された場合
(2) 男女雇用機会均等法及び育児介護休業法に関する規定
① 法違反の是正を求める勧告に従わず、公表された場合

○ 上記の(1)①、②及び(2)①の場合、法違反が是正されるまでの期間に加え、その後さらに違反を重ねないことを確認す
る期間として、是正後６ヶ月経過するまでを不受理期間とする。

○ （1）③の場合、法違反に関し送検され、公表されたケースについては、送検後1年間は求人を不受理とする。ただし、そ
の時点で是正後6ヶ月を経過していないときは、是正後6ヶ月時点まで不受理期間を延長する。

1年以内 6ヶ月=違反を繰り返さないことを確認

是正勧告① 是正勧告② 是正 不受理解除

是正勧告 送検 是正 不受理解除

1年

不受理期間

不受理期間

是正後6ヶ月まで延長

※いずれの場合も、不受理期間経過後に是正状態が維持されていることを確認した上で不受理を解除する。

・求人不受理となった事案について、送検
された場合であって、
・既に法違反が是正されている場合
⇒ 法違反の是正から送検までの期間（上
限６ヶ月）を12ヶ月から減じた期間とする。
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求人の申込みを受理しないことができる場合
（青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則案第３条）
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※ 学校卒業見込者等の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがある場合

＝○ 不受理期間中に再度同一の違反を行った場合（１年以内に２回違反にも該当する場合を除く）

○ 社会的影響が大きい企業が違法な長時間労働を複数の事業所で繰り返していることにより企業

名が公表された場合。（⇒公表時から不受理）
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違反が是正されていない場合
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経過期間＝６ヶ月を超えない（Ｘ期間）

12ヶ月－Ｘ期間を経過していない場合

※送検前に是正が図られた場合（過去１年以内に２回同一

の違反をしている場合を除く）又は送検後に是正の場合

※ 学校卒業見込者等の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがある場合

＝不受理期間中に再度同一の違反を行った場合（上記ロのケースを繰り返す場合）



（ア）募集・採用に関する状況

過去３年間の新卒採用者数・離職者数

過去３年間の新卒採用者数の男女別人数

平均勤続年数

（イ）職業能力の開発・向上に関する状況

研修の有無及び内容

自己啓発支援の有無及び内容

メンター制度の有無

キャリア・コンサルティング制度の有無及び内容

社内検定等の制度の有無及び内容

（ウ）企業における雇用管理に関する状況

前年度の月平均所定外労働時間の実績

前年度の有給休暇の平均取得日数

前年度の育児休業取得対象者数・取得者数(男女別)

役員及び管理的地位にある者に占める女性割合

○ 情報提供は、メール、インターネット、書面その他適切な方法により行う。
○ 学校卒業見込者等が情報提供を求める場合、メール又は書面その他適切な方法により、①氏名及び住所又はメールアドレス、
②学校名及び在学年又は卒業年月、③情報提供を希望する旨を企業に明示する。

○ 情報提供の求めがあった場合は、（ア）から（ウ）の３類型毎にそれぞれ１つ以上を情報提供する。

職場情報の積極的な提供について（省令事項）

情報提供方法等

※ 通常の労働者に係る募集・求人の場合は通常の労働者に係る情報、通常の労働者以外の労働者に係る募集・求人の場合は
通常の労働者以外の労働者に係る情報とする。

情報提供項目



青少年雇用対策基本方針（案）概要

・ 「青少年の雇用の促進等に関する法律」第８条第１項に基づき、適職の選択並びに職業能力の開発及び向上に関

する施策の基本となる「青少年雇用対策基本方針」を厚生労働大臣が策定（平成28年４月１日より適用）

・ 本方針の運営期間は、平成28年度から平成32年度までの５か年とする

・ 第９次勤労青少年福祉対策基本方針（平成23年厚生労働省告示第149号）は廃止する

趣旨

基本方針の概要

はじめに

第一 青少年の職業生活の動向

一 青少年を取り巻く環境の変化

二 青少年等の現状

第二 青少年について適職の選択を可能とする環境の整備並びに

職業能力の開発及び向上等に関する施策の基本となるべき事項

一 青少年雇用対策の方向性

二 学校卒業見込者等の就職活動からマッチング・職場定着までの支援

（一） 在学段階からの職業意識等の醸成

① キャリア教育の推進を通じた職業意識の形成支援

② 関係者の連携によるキャリア教育推進の基盤整備

③ 労働法制に関する知識等の周知啓発

（二） マッチングの向上等による学校卒業見込者等の職業生活への

円滑な移行、適職の選択及び職場定着のための支援

① 学校等から職業生活への円滑な移行のための支援

② 既卒者の応募機会の拡大に向けた取組の促進

③ マッチングの向上に資するための労働条件等の明示の徹底及び

積極的な情報提供の促進

④ 労働関係法令違反が疑われる企業への対応

⑤ 就職後の職場適応・職場定着のための支援

三 中途退学者・就職先が決まらないまま卒業した者に対する支援

四 フリーターを含む非正規雇用で働く青少年の正規雇用化に向けた支援

五 企業における青少年の活躍促進に向けた取組に対する支援

（一） 青少年の雇用管理の改善に向けた支援

（二） 青少年の採用及び育成に積極的な中小企業の情報発信のための支援

（三） 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の改善、多様なニーズに

対応した働き方の実現

六 職業能力の開発及び向上の促進

（一）職業訓練の推進

（二）職業能力検定の活用の促進

（三）職業人生を通じたキャリア形成支援

七 ニート等の青少年に対する職業生活における自立促進のための支援

八 地域における青少年の活躍促進

九 青少年福祉施策の実施



・ 青少年の対象年齢については、第９次方針において「35歳未満」としていたことを踏まえ、引き続き、「35歳未満」と

するが、個々の施策・事業の運用状況等に応じて、概ね「45歳未満」の者についてもその対象とすることを妨げない。

・ 法第３条の「青少年である労働者」は、現に働いている者に限らず、求職者やいわゆるニート等の青少年も含まれる。

はじめに

二 学校卒業見込者等の就職活動からマッチング・職場定着までの支援

青少年雇用対策基本方針（案）①

・ 学校等におけるキャリア教育の推進に当たり、公共職業安定所は、職場体験・インターンシップの受入企業の開拓、

職業講話の実施等、積極的な協力に努める。職場体験・インターンシップが趣旨に沿った適正な形で実施されるよ

う、事業主等への周知徹底を図る。

・ 学校等による主体的な取組がより効果的に推進されるよう、各地域の地方公共団体、労使団体、企業、労働行政

等関係機関の連携・協力の際、労働行政の有するキャリア形成に資する資源や手法、人材等を広く提供し、活用の

促進を図る。

・ 学生・生徒に対して労働法制に関する知識等の周知を図るため、国は、都道府県労働局及び公共職業安定所によ

る講師の派遣、労働法制に関する基礎的な知識をまとめた冊子の提供等を積極的に行う。また、都道府県労働局、

労働基準監督署及び公共職業安定所は、労働に関するトラブルに適切に対処できるよう、総合労働相談コーナー

等の相談窓口を周知する。

（一）在学段階からの職業意識等の醸成

第二 青少年について適職の選択を可能とする環境の整備並びに職業能力の開発及び向上
等に関する施策の基本となるべき事項



青少年雇用対策基本方針（案）②

・ 学校等から職業生活への円滑な橋渡しのため、公共職業安定所が学校等と連携・協力し、地域の学校等や学生・

生徒等のニーズに応じた支援を行う。法に基づく認定制度や若者応援宣言事業により、中小企業の情報発信を支

援し、企業規模等にとらわれない職業選択を促す。

・ 学校卒業見込者の採用枠について、既卒者が学校等卒業後少なくとも３年間は応募できるように努めること等につ

いて定めた事業主等指針を活用し、既卒者が正規雇用に応募する機会を広げる取組を促す。

・ 募集時に示された労働条件等と労働契約締結時に明示された労働条件等が異なる等のトラブルが発生している現

状に鑑み、職業安定法、労働基準法等の労働条件等の明示に関する規定等の周知徹底を図る。また、労働条件

等をめぐるトラブル等に対し、行政指導の実施に加え、個別労働紛争解決制度等の周知、公共職業安定所での相

談等への適切な対応を行う。

マッチングの向上のため、法第１３条及び第１４条に規定する青少年雇用情報の提供について履行確保を図ると

ともに、公共職業安定所が学校卒業見込者等求人の申込みを受理するに当たっては、全ての青少年雇用情報の

提供を求める。また、公共職業安定所は、青少年雇用情報の求めを行ったことを理由とした不利益取扱いに係る相

談等、青少年雇用情報の提供の仕組みが有効に機能するために必要な取組を進める。

・ 労働基準法等の法令違反が疑われる企業については、労働基準監督機関等において監督指導等を行うほか、公

共職業安定所において、法第１１条に規定する求人不受理の措置を着実に実施する。

・ 公共職業安定所は、学校卒業見込者について就職後においても相談対応等の職場定着に向けた支援を行うととも

に、事業主に対し、個々の状況に応じて助言・指導等により雇用管理の改善を促す。

（二）マッチングの向上等による学校卒業見込者等の職業生活
への円滑な移行、適職の選択及び職場定着のための支援



・ 就職を希望する中途退学者に対しては、中途退学に際して、学校等、公共職業安定所、地域若者サポートステー

ション等が連携して、就職支援機関、職業訓練機関等に関する情報を提供し、継続的に支援を行う。

・ 就職先が決まらないまま卒業した者については、学校等、新卒応援ハローワーク等が連携し、個別支援や面接会

の集中的な開催等により、卒業直後の支援の充実を図る。

三 中途退学者・就職先が決まらないまま卒業した者に対する支援

四 フリーターを含む非正規雇用で働く青少年の正規雇用化に向けた支援

青少年雇用対策基本方針（案）③

・ わかものハローワーク等において、個々のニーズや課題に応じた支援を行い、正規雇用への移行を促進する。

・ 事業主に対しては、トライアル雇用、雇用型訓練や企業内での正規雇用への転換の取組など、青少年の正規雇用

化に係る積極的な取組を促していく。

五 企業における青少年の活躍促進に向けた取組に対する支援

・ 企業の雇用管理の改善に向けて、離職率の高い業種について、雇用管理面での課題分析・改善等を促進するなど

積極的な支援を行う。

（一）青少年の雇用管理の改善に向けた支援



青少年雇用対策基本方針（案）④

・ 青少年の採用に課題を抱える中小企業の情報発信を支援するため、法に基づく認定制度等を推進し、公共職業安

定所等において重点的にマッチングを行う。

（二）青少年の採用及び育成に積極的な中小企業の情報発信のための支援

・ 所定時間外労働の削減、年次有給休暇・育児休業の取得の促進等、仕事と生活の調和の改善に向けた企業にお

ける自主的な取組を促すとともに、仕事と生活の調和のとれた働き方の円滑な導入を促す。

（三）仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の改善、多様なニーズに対応した働き方の実現

六 職業能力の開発及び向上の促進

・ 公共職業訓練として実施している青少年を対象とした訓練メニューや、雇用型訓練を引き続き推進する。

・ 産業界や地域のニーズを踏まえて産学官による地域コンソーシアムを構築し、職業訓練コースの開発・検証を行う。

・ 雇用保険を受給できない青少年に対しては、求職者支援制度により早期の就業を引き続き支援する。

・ 職業訓練の実施に当たっては、訓練受講前にキャリアコンサルティングを行うことにより、職業能力開発の課題や

目標を明確にした上で適切な訓練へ誘導することが重要である。また、訓練中についても、社会人・職業人として必

要な基礎的能力の習得や職業意識の醸成を図りつつ、きめ細かな職業指導等を併せて行う。

・ 企業内の青少年の育成については、引き続き、助成金、認定職業訓練制度等により必要な支援等を行う。

（一）職業訓練の推進



青少年雇用対策基本方針（案）⑤

・ 技能検定制度について、青少年を主な対象とした技能検定３級の対象職種の拡大を進めるとともに、学校教育等と

の連携を通じた青少年に対する技能検定の積極的な活用促進を図る。

・ 今後も雇用吸収力の増大が見込まれ、青少年のキャリア形成上の課題がより顕在化している対人サービス分野等

に重点を置いて、業界内共通の職業能力を評価する技能検定の職種の整備等を進める。

（二）職業能力検定の活用の促進

・ 求職者だけでなく、在職者も含めた青少年の主体的なキャリア形成を促進するため、教育訓練給付等の各制度の

活用、企業への支援等により、青少年が能力開発を行う環境整備に取り組む。

・ キャリアコンサルタントの登録制度等を活用し、青少年のキャリア形成支援の機会の拡充に努める。

・ 青少年の職業能力開発、就職支援のため、定期的なキャリアコンサルティングやジョブ・カードの活用を促進する。

（三）職業人生を通じたキャリア形成支援

七 ニート等の青少年に対する職業生活における自立促進のための支援

・ ニート等の青少年に対し、地域若者サポートステーションにおいて、公共職業安定所、地方公共団体等との連携を

通じた情報提供等や職場体験の充実を図ることにより就職に向けた支援を行うとともに、就職した者に対する職場

定着支援等を実施する。

八 地域における青少年の活躍促進

・ 国、地方公共団体、事業主、大学等が連携し、地域の募集・求人情報の収集及び提供等の必要な取組を進めるこ

とにより、いわゆるUIJターン就職を積極的に支援していく。



青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、
職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針改正案概要

○ 「青少年の雇用の促進等に関する法律」第７条に基づき、事業主、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するために必

要な指針を厚生労働大臣が策定

○ 「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指

針」（平成２７年厚生労働省告示第406号）を改正し、平成２８年３月１日施行分を追記

指針の概要
第二の一（一） 募集に当たって遵守すべき事項

（二） 採用内定・労働契約締結に当たって遵守すべき事項等

第二の三（一） 学校等の卒業者の取扱い
（二） 学校等の新規卒業予定者に係る採用方法
（三） 職業経験が少ない青少年等に対する就職機会の提供
（四） 選考に当たってのいわゆるフリーター等に対する評価基準
（五） インターンシップ・職場体験の機会の提供

第三の一（一） 能力・資質、キャリア形成等に係る情報明示
（二） 不安定な雇用状態にある青少年の正社員登用等
（三） 労働法制に関する基礎知識の付与

第三の二（一） OJT及びOFF-JTの計画的な実施
（二） 必要に応じた実習併用職業訓練の実施
（三） 職業生活設計等を容易にするための相談機会の確保
（四） 自己啓発支援
（五） ジョブ・カードの活用支援
（六） 事業内職業能力開発計画の作成等

第一 趣旨

第二 事業主等が青少年の募集及び採用に当たって講ずべき措置

一 労働関係法令等の遵守

二 青少年雇用情報の提供

三 意欲・能力に応じた就職機会の提供等

第三 事業主が青少年の職場への定着促進のために講ずべき措置

一 雇用管理の改善に係る措置

二 職業能力の開発及び向上に係る措置

第四 職業紹介事業者等が青少年の雇用機会の確保及び職場への

定着促進のために講ずべき措置

一 青少年の主体的な職業選択・キャリア形成の促進

二 中途退学者及び未就職卒業者への対応

三 募集情報提供事業者による就職支援サイトの運営

四 青少年雇用情報の提供

五 労働関係法令違反の求人者への対応

六 職業能力の開発及び向上に係る措置

七 職業生活における自立促進のための措置

八 青少年の希望及び状況に応じた関係機関の紹介

九 その他の各関係者が講ずべき措置

第二の二（一） 青少年雇用情報の全ての項目の提供
（二） 求めがあった情報提供項目の提供
（三） 求めを行ったことを理由とする不利益な取扱い
（四） 情報の整備及び速やかな情報提供

第四の四（一） 全ての青少年雇用情報の提供に向けた求人者への働きかけ
（二） 就職支援サイトへの全ての青少年雇用情報の掲載に向けた取り組み



青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、
職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針改正案

・ ホームページ等での公表、会社説明会での提供、求人票への記載等により、全ての項目を情報提供することが

望ましいこと。

・ 具体的な項目について情報提供の求めがあった場合、特段の事情がない限り、求めがあった項目を提供する

ことが望ましいこと。

・ 情報提供の求めを行った者に対して、求めを行ったことを理由とする不利益な取扱いをしないこと。

・ 予め提供する情報を整備しておくことが望ましいこと。また、求めがあった場合、速やかな情報提供に努めること。

・公共職業安定所が不受理とすることができる求人者からの新卒求人は取り扱わないよう、職業紹介事業の取扱職

種の範囲等の届出を行うことが望ましいこと。

二 青少年雇用情報の提供

五 労働関係法令違反の求人者への対応

第二 事業主等が青少年の募集及び採用に当たって講ずべき措置

第四 職業紹介事業者等が青少年の雇用機会の確保及び職場への定着促進のために講ずべき措置

・新卒求人を受理する際に、青少年雇用情報の提供を求めるとともに、全ての青少年雇用情報を提供するよう働き

かけることが望ましいこと。個別に照会を行った学校卒業見込者等について、求人者に明示する必要はないことに

留意すること。

・募集情報提供事業者は、就職支援サイトに、新卒者募集を行う企業の青少年雇用情報が可能な限り全ての項目

について掲載されるように取り組むこと。

四 青少年雇用情報の提供



【施行期日】平成27年10月１日（ただし、１．(2)①及び②は平成28年３月１日、１．(3) ② 、２．(2)及び(3)は平成28年４月１日）

適切な職業選択の支援に関する措置、職業能力の開発・向上に関する措置等を総合的に講ずることにより、青少年の雇用の促
進等を図り、能力を有効に発揮できる環境を整備するため、関係法律についての所要の整備等を行う。

(1) 関係者の責務の明確化等
国、地方公共団体、事業主等の関係者の責務を明確化するとともに、関係者相互に連携を図ることとする。

(2) 適職選択のための取組促進
① 職場情報については、新卒者の募集を行う企業に対し、企業規模を問わず、(ⅰ)幅広い情報提供を努力義務化、(ⅱ)応募
者等から求めがあった場合は、３類型ごとに１つ以上の情報提供を義務化。

② ハローワークは、一定の労働関係法令違反の求人者について、新卒者の求人申込みを受理しないことができることとする。

③ 青少年に係る雇用管理の状況が優良な中小企業について、厚生労働大臣による新たな認定制度を設ける。

(3) 職業能力の開発・向上及び自立の支援
① 国は、地方公共団体等と連携し、青少年に対し、ジョブ・カード（職務経歴等記録書）の活用や職業訓練等の措置を講ずる。
② 国は、いわゆるニート等の青少年に対し、特性に応じた相談機会の提供、職業生活における自立支援のための施設（地域
若者サポートステーション）の整備等の必要な措置を講ずる。

(4) その他
① 勤労青少年福祉法の題名を「青少年の雇用の促進等に関する法律」に改める。
② ハローワークが学校と連携して職業指導等を行う対象として、「中退者」を位置づける。（職業安定法改正）

１．円滑な就職実現等に向けた取組の促進（勤労青少年福祉法等の一部改正）

２．職業能力の開発・向上の支援（職業能力開発促進法の一部改正）

提供する情報：（ア）募集・採用に関する状況、（イ）労働時間等に関する状況、（ウ）職業能力の開発・向上に関する状況

勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律の概要
（「青少年の雇用の促進等に関する法律」）

ハローワークは求人申込みをすべて受理しなければならないこととする職業安定法の特例

(1) ジョブ・カード（職務経歴等記録書）の普及・促進
国は、職務の経歴、職業能力等を明らかにする書面の様式を定め、その普及に努める。

(2) キャリアコンサルタントの登録制の創設
キャリアコンサルタントを登録制とし、名称独占・守秘義務を規定する。

(3) 対人サービス分野等を対象にした技能検定制度の整備
技能検定の実技試験について、厚生労働省令で定めるところにより検定職種ごと、実践的な能力評価の実施方法を規定する。
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